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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月13日(2014.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　前記の課題は、本発明により、交流成分に直流成分を重畳した重畳バイアスを出力する
電源を備え、前記電源が出力する重畳バイアスにより像担持体から被転写体にトナー像を
転写する転写装置において、前記重畳バイアスの直流成分が定電流制御されることにより
解決される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、前記重畳バイアスの交流成分が定電圧制御されると好ましい。
　また、前記電源は、前記像担持体から被転写体へ前記トナー像を転写する転写部の抵抗
が高いほど、前記交流成分の電圧値が大きくなるとともに前記直流成分の電流値が小さく
なるように制御されると好ましい。
　また、前記重畳バイアスの交流成分が定電流制御されると好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、前記電源から出力される直流成分の電流値を、前記被転写体の移動速度に応じて
変更すると好ましい。
　また、前記電源から出力される直流成分の電流値を、前記トナー像の前記像担持体上の
トナー付着量に応じて変更すると好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１３】
　また、前記電源は、前記重畳バイアスと、直流成分のみからなる直流バイアスと、のう
ちのいずれかを選択的に出力可能であると好ましい。
　また、前記電源は、前記重畳バイアスを出力する第一電源部と、前記直流バイアスを出
力する第二電源部と、を別々に具備すると好ましい。
　また、前記電源は、前記交流成分のみを出力する第一電源部と、前記直流成分のみを出
力する第二電源部と、を別々に具備すると好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、前記第一電源部と前記第二電源部は、一方が像担持体側に、他方が被転写体側に
配置されると好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、前記の課題は、本発明により、請求項１～１０のいずれか１項に記載の転写装置
を備える画像形成装置により解決される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の転写装置によれば、重畳バイアスの直流成分が定電流制御されることにより、
用紙表面の凹部への転写率を向上させ、環境変動や被転写体の違いに対して、安定した被
転写体凹部への転写性を得ることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項２の構成により、交流成分を定電圧制御とすることで、交流電流を検出する構成
が不要となり、制御の構成を簡単なものとすることができる。
　請求項３の構成により、転写部の抵抗が変化した場合でも同じ転写性を得ることができ
る。
　請求項４の構成により、定電流制御とすることで、多様な記録用紙に対して良好な転写
姓を得ることができ、凹凸の大きい用紙であっても安定した転写を行なうことができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１８】
　請求項５の構成により、被転写体の移動速度に応じて定電流制御値を変更することで、
速度の異なるモードを持つ転写装置においても、安定した被転写体の凹部への転写性を得
ることができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項６の構成により、像担持体上のトナー付着量に応じて定電流制御値を変更するこ
とで、モノクロやカラーのように付着量の大きく異なる画像に対しても、安定した被転写
体の凹部への転写性を得ることができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項７の構成により、電源は、重畳バイアスと、直流成分のみからなる直流バイアス
と、のうちのいずれかを選択的に出力可能であることで、（従来からある）直流電圧によ
る転写方式と交流電圧に直流電圧を重畳した転写方式とを切り替えて使用することが可能
となる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項８又は９の構成により、既存の直流電源のみを使用したシステム（装置）に対し
て、切り替え可能な状態で後から容易に組み込み、機能向上を図ることができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項１０の構成により、第一電源部と第二電源部を、一方を像担持体側に、他方を被
転写体側に配置することで、製品内のスペースを有効に利用でき、製品の小型化などが可
能になる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項１１の画像形成装置によれば、本発明による転写装置を様々な画像形成装置と組
み合わせることにより、静電粒子を凹凸のある被転写体へ転写させる色々な用途への使用
が可能となる。すなわち、用紙表面の凹部への転写率が向上し、凹凸の大きい紙にもトナ
ーを均一に転写することができ、環境変化や紙種の違いに対しても安定して良好な画像を
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出力することができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流成分に直流成分を重畳した重畳バイアスを出力する電源を備え、前記電源が出力す
る重畳バイアスにより像担持体から被転写体にトナー像を転写する転写装置において、
　前記重畳バイアスの直流成分が定電流制御されることを特徴とする転写装置。
【請求項２】
　前記重畳バイアスの交流成分が定電圧制御されることを特徴とする、請求項１に記載の
転写装置。
【請求項３】
　前記電源は、前記像担持体から被転写体へ前記トナー像を転写する転写部の抵抗が高い
ほど、前記交流成分の電圧値が大きくなるとともに前記直流成分の電流値が小さくなるよ
うに制御されることを特徴とする、請求項２に記載の転写装置。
【請求項４】
　前記重畳バイアスの交流成分が定電流制御されることを特徴とする、請求項１に記載の
転写装置。
【請求項５】
　前記電源から出力される直流成分の電流値を、前記被転写体の移動速度に応じて変更す
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の転写装置。
【請求項６】
　前記電源から出力される直流成分の電流値を、前記トナー像の前記像担持体上のトナー
付着量に応じて変更することを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の転写装
置。
【請求項７】
　前記電源は、前記重畳バイアスと、直流成分のみからなる直流バイアスと、のうちのい
ずれかを選択的に出力可能であることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載
の転写装置。
【請求項８】
　前記電源は、前記重畳バイアスを出力する第一電源部と、前記直流バイアスを出力する
第二電源部と、を別々に具備することを特徴とする、請求項７に記載の転写装置。
【請求項９】
　前記電源は、前記交流成分のみを出力する第一電源部と、前記直流成分のみを出力する
第二電源部と、を別々に具備することを特徴とする、請求項７に記載の転写装置。
【請求項１０】
　前記第一電源部と前記第二電源部は、一方が像担持体側に、他方が被転写体側に配置さ
れることを特徴とする、請求項８または９に記載の転写装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の転写装置を備えることを特徴とする画像形成装
置。
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